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ある言語 に属す る真 なる文 は,「分析 的な文」 と 「総合 的な文」とに明確 に二分割 さ

れ る,と い う思想を,経 験 主義 哲学者 の 「ドグマ」 にす ぎないと激 しく攻撃 した人物

として,ク ワイ ソはあ ま りに も有名であ る。1951年 に発表 され た 「経験主義 の二つ の

ドグマ」(1)(以後,TDと 略記)が 最初の,そ して代表的な攻撃 論文 である。従 って,

彼が1934年 にハ ーヴァー ド大学で行 った講義の原稿であ る 「ア ・プ リオ リ」(2)(以後,

AP)を 読む と,我hは 困惑 を覚 えざるを得ない。なぜな ら,そ こでは,分 析性概念の

明確 な規定 が与x.ら れ,「 分析 一総合」 区分を実現す るため の技術が展開 されてお り,

そ うした区分 を興味深 いものと して意味付けす るため の議論が試み られてい るか らで

ある。 また,そ の議論 の中で,「規約」概念 に よって特徴付け られ る 「分析的な文」と

は概 念上独立 した もの として 「ア ・プ リオ リな文」 の規定 が与 えられ てお り,両 者 の

相互関係であ る 「ア ・プ リオ リかつ総合的な文」 の問題 が検討 され ている点 も,我 々

の注意を引 く。バ トナ ムの批判以来,TDに おけ るクワイ ンは 「分析性 とア ・プ リオ

リ性を混同 した」③とい うのが,定 説 とな りつつあ るか らである。

「分析 一総合」区分の擁護 とその否定APとTDの 間の クワイ ンに一体なにが

起 こったのであろ うか。英米 の哲学者 にあ りが ちな 「転 向」の一事例 と見なすべ きな

のであろ うか。 そ うすべ きではない,と い うのが私が この論文 の前半で主張 したい こ

とである。 私の結 論は,ク ワイ ン自身 は 自分の考 えが劇的 に変化 した と思 った(そ し

て今 も思 っている)か もしれないが,APとTDに おけ るク ワイソの主張 の対立は表

面的な ものであ り,言 語 と知識に対する実質的な考 え方 に変化 はな く,適 当な解釈 の

もとでは二つの主張は整合的であ り得 る,と い うものである。

しか し,APとTDを この ように結 び付け ることは,両 論文 の間 の1936年 に発 表 さ
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れ た 「規約 に よる真理」(4)(以後,TC)の 立場を微妙な ものに して しま う。 この論文

は,規 約 による真理 とい う考 え方が維持 できない もので あることを論証 した ものであ

る,と 一般には認め られてい る(こ の論証はTDで は用 いられていない)。APで は規

約に よって真であ る文が分析的な文であ ると規定 され て いるの だか ら,こ の規 定に

よって成立す る 「分析 一総合」区分の考 えをTCは 論駁 したのであ り,そ れに よって

TDに おける二分法否定へ の道 を開いたのである 以 上 のよ うに理解す るのが 自然

ではないであろ うか。だが,APとTDを 結び付け ようとす る私 の解釈 では,こ の理

解 は拒否すべ きもので ある。私が論文 の後半で議論 したい ことは,TCで の批 判は,

APの 規約主義 にではな く,別 の立場 の規約主義に 向け られた ものであ る,と い うこ

とであ る(5)。

H

APで の議論は,規 約に よって 「分析的な文」を規定す るため の方法 の提示 と
,そ う

して得 られた 「分析一総合」区分の意 味付 けの議論 か ら成 っている。前者 の内容 の大

略 は以下の通 りである。

「分析 的な文」 とは,そ の文 を構成す る語 の意味 のみに よって真にな る文であ ると

一 般 には考 え られ てい る
.ク ワイ ンに よる と,語 の 意 味 は 明 示 的 定 義(explicit

definition)に よって も与 えられ るが,そ れは定義項に含 まれる語の意味に依存 してお

り,そ うした語の意味は,最 終的には,非 明示的定義(implicitdefinition)に よって与

え られねばな らない.あ る語の非明示 的定 義 とは,し か じか の仕方 でそ の語を含むす

べての文は真理 として受 け入れ られ るべ きである,と い うことを特定 してい る一群の

規則(規 約)で ある.従 って,「分析的な文」 とは,語 の意味(な い し用法)に ついて

のこの規則(規 約)に よって真理 として受け入れ るよ う定め られた文である,と 規定

され ることにな る。

だが,問 題 は,非 明示的定義を恣意 的であるべ き規約 に よって首尾 よ く構成で きる

であろ うか,と い うことにある。 これが不可能 であれ ば,「分析的な文」の規定 も機能

しない ことになるか らである.「分析 的な文」の規定が与}ら れるべき言語 として,通

常 の 日本語 を考 えよ う。 日本語 の各 々の語は直観的な意味を有 してお り,我 々は この

意味 と世界につ いて の知識 とに基づいて,幾 つかの文を 「直観的に真」 なるもの とし
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て,事 実 として受 け入れ ている(以 下 この様 な 「受け 入れ られ てい る文(accepted

sentence)」 をrA文 」と呼ぶ)。あ る語を含む有限個 のA文 に よって,そ の語の意味を

非 明示 的に定義す る ことは簡単 である。 これ ら有限個 の文を単純に列挙 して,そ れ ら

を真 として受 け入れ よ,と い う規約 を与 えれ ば良 い。 このよ うに列挙 された文が 「分

析 的な文」 である。 しか し,無 限個 のA文 に よって定義を行いたい ときは どうすれば

良いか。そ の場合 は,一 般的 な規約 と論理に よってそれ ら無限個の文についての規約

を与 えれ ば良い。例 えば,「… とい うことはない し,一--と い うこともない」とい う語

の意味を,こ の語のみを実 質的(本 質的)に 含むA文(6)の 全体に よって定義する場 合,

ク ワインが提 出す る一般的規約は次 の通 りで ある(「 … とい うことは ない し,一--と

い うこともな い」を 「(…一一一)」と略記す る)。

(A)「((((((pq)(pq))(rp))((pp)p))((sr)q))((pp)p))」 とい う形 を した任意 の文

を受け入れ よ。

⑧ 「((pq)r)」と 「(qs)」とい う形を した文を受け入れたな ら,「p」も受 け入れ よ。

通常 の論理的な推論規則の適用を受け ることに よって,(A)と⑧ は,意 図され ていた任意

のA文 について,そ のすべてをそ してそれのみを(真 として)受 け入れ よ,と い う規約 を

与えた ことにな る。この よ うに受け入れ るべ く約定 された文が「分析 的な文」である。

以上の クワイ ンに よる 「分析性」の規定について,私 が ここで指摘 しておきたいの

は,ど んなに無味乾燥な もの と思われ ようとも,こ れは分析性概念 につ いての一つ の

完全な 「規定」にな ってい る,と い うことで ある。つま り,「同義性」の ような不 明瞭

な概念に訴えて 「分析 性」 の規 定を与える とい うことな く,ど の文 が分析的 であ りど

の文がそ うでないかを完全 に決定 しているのである。 言語表現 の中の どれ が 「文」 で

あるのか とい う,言 語の構 造についての概念 は用 いられ ているが,こ れ は明瞭 な概念

であ ると仮定 して良いであろ う。必要 な らば別途 に定義 を与 えれ ば良い。 また,㈲ と

(B)から個hの 規約 を導 出す る際 に論理 が使用 され ているが,こ れ も問題に ならないで

あろ う。最 低限の論理 の使用 さ7i..拒否す るのであれ ば,「分析性」に限 らず,ほ とん ど

の概念 の規定 は不 可能 になるか らである。

しか し,rA文 」や 「… のみ を実質 的に含むA文 」 とい う不 明瞭な概念に依拠 して

いるではないか,と 思われ るか も しれ ない。だが,こ の感想は間違 ってい る。上の説

明では,日 本語 の文 に 「A文」 が存在す ることを利用 して,日 本語の文におけ る 「分

析 的な文 を約定す る一つ の例が述べ られて いるだけで あって,rA文 」 とい う概 念は,
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この約定その ものに とっては本質的な ものではない。任意 の文 を分析的に真で あると

定めて構わないので ある。極端な例をあげれば,「雪」とい う語 を非 明示的に定義す る

ために,「 雪は黒い」 とい うA文 ではない文を真 として受 け入れ る よ うに規約 を定 め

ることも可能で ある。 この場合,「 雪は黒い」は分析 的に真 だが直観的に は偽で ある,

とい う結果が得 られ るだけであ る。 また,先 の㈲ と⑧ か ら導かれ るすべ ての文を除い

た形で,「(… 一一)」 とい う語 を定 義 した と しよ う。 この ときも,命 題論 理 の定 理

(従って当然A文)で あ るに もかかわ らず分析的に真なのではない文 が存在す る,と

い う結果が得 られ るにす ぎない。 こうした結果 がいか に奇妙 な もの に思わ れ よ うと

も,そ こか ら,こ れ らの場合の 「分析性」の規定には何か間違 いが生 じているので は

ないか と判断す ることは誤 ってい る。現実に使用 され て いる 日常 言語 の文 は,確 か

に,「A文 である」 とか 「命題論理の定理であ るA文 である」といった性質 を(曖 昧 に

であれ)所 有 している。 しか し,こ こで考え られてい る分析性 の規定 は,こ うした 日

常言語 の性質か らまった く独立に与 えられてい るのであ る。 どの文が分析 的であるか

は純粋 に規約的 に決め られ るので あ り,い かな る制約 もない0す なわ ち,「すべ ての文

が分析 的ではない」 と 「すべて の文が分析的で ある」の両極端を含めて,そ の中間の

どこをも選ぶ ことが できる。 もちろん,こ うした規約が与え られる以前 の言語 に対 し

ては,ど の文が分析的で あるか につ いて語 ることは無意味である。 そ こにあるのは,

rA文 である-A文 でな いJと か 「論理学の定理で ある一定理でない」 といった区別

だけ である。 しか し,ひ とたびある規約が与え られたな らば,そ の規約に従 って,ど

の文 が分析 的であ りどの文 がそ うで ないかは,完 全に決定 されるのである。

APで 展開 されている分析性についての規 定は,以 上 の ように,純 粋な規約に基づ

いた 「分析性」 の完全 な規定 になっている。だが,任 意の文を任意に選んで分析 的真

理 と見 なす とい うこの規定か ら,我 々ばなにを得 ることがで きるであろ うか。 クワイ

ンは,こ の規定 から,な にか哲学的 に興味 ある見解を導 き出そ うとは して いない(7)。

そのかわ りに,彼 は,分 析性概念を直 ちに応用す ることを試み る。それ も,哲 学 にお

ける一 つの立場 を表 明す るための一種 の道具 と して,こ の概念を応用 しようとするの

である。 以下,こ の議論 を見 てみ よう。

既 に見た ように,日 常言語 にはA文 と呼 ばれ る文が存在す る。 しか し,A文 である

とい う性質 は必ず しも固定 的なものではない。例 えば,「雪は 白い」とい う文は,現 在

の ところA文 であるが,将 来黒 い雪 が降 る ようになれば,A文 とい う性質を失 うよう
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にな るであろ う。 ただ し,す べてのA文 が,将 来 の可能 な経験 との関連 で,こ の様な

取扱 いを受け るのではな く,あ る種の文は特別 な扱いを受 けている。

「定義 が徹底 され体系が洗練 され ることに先行 して,と にか く,多 か れ少 なかれ

しっか りと受け入れ られて いる文が存在す るのであ る。 さらに … こうして受 け

入れ られ ている文 の中に,我 々が最後 まで捨て よ うとは しない文が存 在する。 それ

ほ ど我 々の概念 図式 の全体 にとって基本的 なのである。 これ らが 『ア ・プ リオ リ』

とい う形容詞 を当てはめるべ き文 なのである」(AP,p。65)。

「ア ・プ リオ リな文」 とは,よ り具体 的には,「それを改訂す ることに我 々が最 も気の

進 まない ような文」であ り,「これは論理学 と数学のすべての真理を含み,我 々は とに

か くこれに しがみつ き,改 訂 は よそでや る ように 目論む」,そ うした文 の こ とで あ る

(AP,p.63)o

ところで,分 析的な文は規約に よってま った く任 意 に与x.ら れ るもの であ った。

従 って,そ の無 限に多様 な選択 の中には,「ア ・プ リオ リな文」 と 「分析的な文」の外

延が完全に一致す るよ うな規約 もあ る。 人は こうした規約を採用 するこ とに よって,

自分 の哲学上の立場を表明 ・宣言す ることがで きるのであ る。 それは どの様 な立場 で

あるのか。

「我 々が しっか りと受け入れ てい る文の幾つかを分析性の領域の外にお き,意 図的

な ドグマ,神 秘 的な直観 神 の啓示 と呼 ばれ得 るものに よって,な おそれ らの文に

固執 し続 けることも,等 しく我 々の自由である。だが,そ んな ことを して何の益が

あるのであろ うか。 こうした厄介 な想定 を引 き受け ることな く,適 当な定義で うま

くや ってい くことがで きるのだか ら。形而上学 の問題 を余計に生み 出す ことに我h

が賛成 しないのであれば,我 々は定 義の内部 で こうした しっか り受け入れ られてい

る文に備xる であろ う」(AP,p.65)。

つ ま り,ア ・プ リオ リだが分析的でない(従 って総 合的な)文 の存在 を認め る ような

規約を採用す る人は,ア ・プ リオ リ性についての新 たな形而上学的 問題 を進 んで引 き

受け る立場を表明 した ことにな り,ア ・プ リオ リな文がすべて分析 的 となる規約 を採
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用す る人は,ア ・プ リオ リ性についての形而上学的解 明を拒否す る立場 を表 明 した こ

とにな るのであ る。

クワイ ンが勧め る後者の立場においては,分 析性概念 に よってア ・プ リオ リ性概念

が解 明された り基礎付け された りしているわけではい ささかもない,と い うことに注

意す ることが大切であ る。 ア ・プ リオ リ性 とい うのは 日常 言語 において観察 され る所

与で あ り,そ れを後か ら分析的で あると規約に よって定めた として も,ア ・プ リオ リ

な文 が しっか りと受け入れ られてい ることの根拠 ・理由を与x.た ことにはまった くな

らない。 この根拠を,後 か ら与えたのではない,以 前か ら既に存在 していたか も しれ

ない規約そ のものの うちに求め ることも可能か もしれないが,そ のためには独立 した

論証 が必要に なるはずで ある(8)a「ア ・プ リオ リ=分 析的」 とい うテーゼは,ア ・プ リ

オ リな文 に 「分析的」 とい うレッテルを貼 るだけの ものであ り,そ うする ことに よっ

てア ・プ リオ リ性 の形而上学的究 明を拒否 しよ うとい う立場を表明 しているにす ぎな

いのである。従 って,こ のテーゼは,形 而上学的究明が正 しい とも間違 っている とも

言 ってはいないのであ り,さ らに,ア ・プ リオ リ性についての他の(形 而上学的色彩

の薄 い)究 明の試 みにつ いても,そ れ が可能 であるとも不可能で あるとも述 べていな

いのである。 ア ・プ リオ リ性 の解 明を一切 問題に しな いこの立場が積極的に主張 し得

る ことがある とすれ ば,ア ・プ リオ リな文 が しっか りと受け入れ られてい ることは;

言語 と言語使 用者 における原始 的事実 である,と い うものにな るで あろ う。

ID

TDで の クワイ ンは,ま ず,意 味のみに よって真 である文が 「分析 的な文」で あると

規定 されて きた,と い う事実 か ら出発す る。 しか し,こ の ような分析性 の概念の規定

は維持で きない とい うのが,TDに おける クワイ ンの基本的 な主張 である。 この主 張

とAPで の分析性 の擁護 の議論.とが実際は整合的で あることを示す ことが,こ の節 の

目標で ある。

TDの1節 か ら3節 までの議論では,「 分析 性」 を規定 する試 み が 「意 味」,「同義

性」,「正 しい定義」,「必然性」 とい った曖昧な概念に訴えてなされざるを得 ない事例

が取 り上げ られ,こ れ らの概念が循環的に相互を規定 し合 っている とい うことが論 じ

られ ている。この場 合,分 析性の規定は実際上機能 し得ないであろ う。だが,APで は
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分析性の完全な規定 が与 え られ てお り,こ の ような曖昧 な概念は使用 されていなか っ

た。つ ま り,ク ワイ ンが ここで取 り上げている事例 には,APの 分析 性の規定 の試 み

は含 まれないので ある。 従 って,こ の議論は無視 して 良い で あろ う。 問題 に なるの

は,「意味論的規則」と題 された4節 での議論で ある。そ こでの直接 の攻撃 目標にな っ

て いるのは カルナ ップであ るが,そ れは同時にAPに おけるク ワイ ンでもあるよ うに

思われ るか らである。

ク ワインの批判 の要点は,あ る文を規約(カ ルナ ップの場合は意味論 的規則)に よっ

て分析 的に真 であると定め る立場 は,そ れだけでは機能 し得ない とい うものである。

「まず,人 工言語L。 を考え よ う。 その意味論的規則は,再 帰や その他 の仕 方 で,

L。の分析的な言 明のすべてを明示的に特定化する とい う形 を有 しているとす る。こ

の規則は,我 々に,し か じかの言明がそ してそれ らのみがL。 の分析 的な言 明 であ

ることを教え る。 さて,こ こで,困 難はま さに この規 則 が我 々の理 解 してい ない

『分析的』 とい う語を含んでいる ことにある。我 々は,こ の規則が分析性を どの表

現に帰属 させ るかは理解 してい るが,こ の規 則がそ うした表現 に何を帰属 させてい

るかは理解 していないので ある。要す るに,P言 明Sが 言 語L。 で分 析 的で ある の

は,次 の ときかつその ときに限 る,す なわち,… 』で始まる規則 を我 々が理解 でき

る以前 に,我hは 『で分析的』 とい う一般的関係名辞を理解 していなけれ ばならな

いのである」(TD,p.33)。

ある言語 の中の表現 には,後 か らの規約 に よって意味を規定す る以前に,既 に原始 的

な意味が内属 してお り,こ の原始 的な意味 のみによって真で あるよ うな文が存在する

と仮定 しよう。 このよ うな文を,仮 に,「原始 分析 的な文」と呼ぶ ことにす る。上で挑

判 されてい るのな,こ うした原始 分析 的な文 に よって 「分析的な文」を規定 しよ うと

す る試みであ る。明 らかに,こ の規定が機能 し得 るためには,我 々は 「原始分析的な

文」 の意味を正確に理解 し,ど の文が 「原始分析 的な文」 であるのか を判定 し得 るの

でなければな らない。 しか しなが ら,APで の分析性 の概念は,言 語に もとか ら存 在

す ると考 えられた性質か ら独立 して規定 され るものであ った。 それは,「原始分析的」

とい う性質 はもとよ り,「A文 で ある」 とい うほ とん ど自明な性 質に さえ訴 え る こ と

な く,純 粋 な規約 に よる真 と して規定 され るのであ った。 従 って,こ の クワイ ンの議
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論は,APの 分析性概念の批判 とはな っ噛ていないのである。

もちろん クワイ ンは,「原始分析的」 とい う概念が有意味で理解可能 な もの な どと

は少 しも思っていない。原始分析的 と言われ得 るよ うな文が存在 しない ことを論 じた

のが,TDO)5節 以降の議論 であ り,結 局それがTDの 唯 一積 極的 な議論 な ので あ

る。そ こでは,「原始分析的な文」はどの様な経験に直面 しようとも真 として受 け入れ

られ,改 訂 に対 して完全 な免疫 を持 っている,と い うことが仮定 され,改 訂 に完全 な

免疫を持 った特 権的な文 が実 は存在 しないことが論 じられてい る。 文の 「改訂」 が議

論の対象にな っている ことか ら明らか なよ うに,こ こで論 じられ てい る ことは,AP

において 「分析 的な文」 とは独立 に規定 され ていた 「ア ・プ リオ リな文」 の問題 と関

わ って くるのである。 ただ し,事 態 は,APで 認め られていたア ・プ リオ リな文の存

在がTDで は否定 された とい う単純な ものではない。APで は,我 々が 事実 と して

「最後 まで捨て ようとは しない文」 がア ・プ リオ リな文で あると規定 されていたが,

そ こでは同時に,こ うしたア ・プ リオ リな文 を形而 上学 的な概 念 に訴 えて基礎 付 け

し,そ れに よってア ・プ リオ リ性 を絶対 的なものに しよ うとす る試みを,拒 否する こ

とが提案 されていた。TDで は,こ の拒否 を正 当化す る議論が新たに展開 されてい る

にす ぎないのであ る。心理的な事実 として,「改訂す ることに気 の進 まない」ところの

ア ・プ リオ リな文が存在 する こと自体 は,何 ら否定 され ていない。 この心理的事実 を

支え るか もしれない絶対 的な根拠 の存在 が,一 挙 に否定 されてい るのである。

しか し,こ の議論が正 しいとして も,も はやそれ はAPの 分析性の概念になんの影

響 も与}な い。 原始分析 的な文 が存在 しないことと,規 約に よって任意に選ばれた分

析的な文が存在す ることは,矛 盾す る事態 ではないか らである。それゆえ,APに お

け る(純 粋な規約に よる)分 析性 を擁護す る主張 と,TDに おけ る(原 始的)分 析性 を

否定す る主張は,整 合的な主張であ り得 るのである。

APとTDの 主張 が対立 して見 えた理 由は,結 局,二 つの異なる概念 に同 じ 「分析

的」 とい う語を用いた ことに帰着す る ように思われ る。 この語 の言葉遣いを正 して二

つの意味を明確に区分すれば,表 面 上の対立 も解消す るよ うに思われ る。だが,こ の

言葉遣いに関 しては,ク ワイ ンには言いたい ことがあるのである。先の引用に続けて

彼は次の よ うに主張す る。

「あるいは,確 かに,我 々は このいわゆる規則 を,『L。で分析 的』とい う新 しい単純
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クワイ ンに よる 「分析 一総合」 区分擁護

記号の規約的定義 として見 ることもで きる。 しか しこの記号 は,r分 析的』とい う興

味深 い語に光明を投げかけ るかの ように思われる といけないので,特 定 の性質を示

唆す ることがない ように,『K』 とで も書かれた方が良いのであ る。明らか に,L。 の

言明の集合K,M,Nな どは,様hな 目的のために,あ るいは何 の 目的 もな しに,い

くつで も特定 され得 る。M,Nな どと比較 してKがL。 のr分 析的』言明の集合であ

ると言 うことに,何 の意味 があるのだろ うか」(TD,p.33)。

恣意的な規約 に よって規定 される ようなAPの 分析性 の概念 は興味深 くも何 ともない

ので,「分析 的」とい う語 を使 うべ きではない。この語 は 「原 始的 分析性 」とい う興味 深

い概 念にのみ用 い られるべきである。ク ワインは概ね この様に考えてい るのであ る。

ある語 に よって通常直観的 に理解 され ているものとは まった く違 った概念を意味 さ

せるのであれ ば,そ の語 の使用 の仕方 は正 され て しか るべ きであ ろ う。 ところが,

ゲーデルが指摘す る ように,「分析的」とい う語 は,普 通二種類の仕方で理解 されてい

るのであ リ(9)大雑把 にいって,APの 分析性概念 とTDの 分析性概 念は この二 つの理

解 にそれ ぞれ対応す るもので あると考 えることがで きる。 従 って,混 乱 を避 けるため

には,前 者 を 「規約的分析性」後者を 「原始的分析性」 と呼び分ける ことは必要か も

しれ ないが,共 に 「分析性」 とい う語を使 っていて も,そ れ程 間違 った ことにはなら

ないであろ う。む しろ,ク ワイ ンの よ うに,「 興味深い」 とい う価 値判 断 を持 ち出 し

て,前 者か ら 「分析性」 とい う語を剥奪 して後者 のみ を 「分析 性」 と呼 ぶ こ との方

が,誤 解を招 きやす いと思われ る。

ともか く,言 葉遣 いに関す る見解においては,APとTDと の間に対立 があるとは

言 えるか も しれないが,両 者において実質的に論 じられている ことの間には何 の対立

もな く,整 合的で ある。

APの 議論 とTDの 議論は,「規約的分析性」 と 「原始 的分析性」とい う異な る概念

を論 じてい るのであ り,TDの 議論か ら 「規約的分析性」を否定す る議論を読み取 る

ことは不可能である。 しか し,こ の ように分析性概念 を二分 して考xる と,規 約概念

を中心に展開 されるTCの 議論 こそ,ま さに 「規約的分析性」 を論 じそれを否定す る
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ものであるか のよ うに思われ る。だが,果 た してそ うであろ うか。 この問題 の検討が

この節 の課題で ある。

TCに おけ る規約主義批判の議論は,APの 内容をほぼそ のまま繰 り返 した直 後 に

始 まる。

「しか しなが ら,そ れに よって論理学 自体が構成 される ところの規 約(1)一(皿)

[APの ㈲,⑧ に相当す る規約]な どの採用において,出 会 われるべ き困難 が残 って

いる。 これ らの規約 の各hは,あ る記述に適 った無限数の言明のすべての真理 を告

げ る,一 般的な もので ある。従 って,こ の一般的な規約か ら任意の特定 の言明の真

理 を導 出す ることは,論 理的推論を必要 とし,こ の ことは我 々を無限後退 へ と巻 き

込 むのである」(TC,p.103)。

ここで問題 にされ ているのは,論 理学 の定理 のみを規約に よって分析的 とする立場 だ

けであ り,こ の ことは,以 下 の批判が 「規約的分析性」概念に向け られた ものである

とい うことを,十 分疑わせ るものである。我 々は無限個あ る文の中か ら自由にその部

分集合 を選 んで,そ れ を規約 に よって分析的 と定め るので あ り,そ の選択が有限集合

の場 合は一単純列挙 に よって,論 理学 の定理 の全体 のよ うに無限集合の場合は一般的規

則 に よって,規 約 は定 められ るのであった。 ここで,無 限集合の外延を定め ることが

常 に無限後退 を招 き実行不可能 であると仮定 しよう。その とき言 えることは,無 限個

の文 を分析 的 と定 める ことを我hは 事実行 ってい ない,そ うした ことをす る ことは

我 々の 自由の中にはない,と い うこ とだけ である。我 々が 自由な規約に よって真であ

る と定めた文 のみが分析 的に真 であるとい う 「規約的分析性」概念の本質は,こ の こ

とに よってはい ささかも損 なわれ ない。従 って,批 判 の矛先は初めか ら 「規約的分析

性」以外の ものに向け られ ている ように思われ るのである。それが何であるかは,「無

限後退」 が発 生す る条件 を分析す る ことに よって明らかに なる。

一般的規約⑧か ら個別 的言明の分析 的真理性 を導 くには,次 のよ うな推論が必要で

ある。

(1)「((pq)r)」 と「(qs)」とい う形を した文を受け入れたな ら,rp」 も受け入れ よ。

(2)文Aは 「((pq)r)」,文Bは 「(qs)」とい う形を してお り,共 に受け入れ られ ている.

(3)rp」 とい う形を した文Cを 受け入れなければな らない。
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クワイ ンに よる 「分析一総合」区分擁護

前提(1),(2)か ら結論(3)への推論は 「明らかに健全 な論 理 であ るが,論 理 と してそ れ

は,論 理がそ こか ら生 じて くると想定 されてい るところの … 規約の使用を含んで

いる。こうした規約 に基 づいて この推論 を遂行 してみ よう」(TC,p.103)。 そ うす ると

無限後退に陥 るので あるが,そ の議論は省略 して,中 心的な問題のみを考察 しよう。

対象言語 の論理的な文 の外延を指定 し得 るためには,確 かに,そ れを行 うメタ言語に

おいて上 の推論がな されねばな らな い。だが,そ の推論が規約(こ の場合,メ タ言語

に対す る規約)に 何等か の仕方で依拠 してい る必要は まった くないはずであ る。 必要

なことは,(1),(2)か ら(3)への推論が,メ タ言語固有の性質 として 「論理的」であ るこ

と,す なわ ち,(1)と(2)が(規 約に よってではな く原始的に)受 け入れ られてい るかぎ

り,必 ず(3)も(原 始的に)し っか り受け入れ られ るよ うにな る,と い うことだけであ

る。 メタ言語 のこの論理性 さえ成立 して いれば,対 象言語の論理的な文の外延を指定

す ることには成功す るのである。

従 って,こ の推論 の局面で規約が 問題にな るとすれば,そ れは,規 約が論理的な文

が しっか り受け入れ られ ていることの根拠にな ってい る,と い う特殊な規約主義の立

場を取 った ときであろ う。 この立場を採用 した ときにのみ,ク ワイ ンの言 うよ うな無

限後退は確か に発生 し,こ の立場が維持不可能 な もので あ る ことが判 明す る。 よっ

て,ク ワインはこの特殊な規約主義を批判 してい るので ある。これ は,「論理は規約を

媒介 に して進行すべ きで ある」(TC,p.104)と い う立場で あ り,(論 理的 な)文 の外延

を指定 しよ うとす る 「規約的分析性」 の考7i.とは無関係で ある。

APと の関係で言えぽ,こ の立場は,「 ア ・プ リオ リな文」 を規約 に訴 え る ことに

よって基礎付け よ うとす る試みで ある。 また,論 理的表現に 内属す る 「原始的意味」

そ のものが規約 に よって与 えられ るので あ り,そ うした 「原始的意味」のみに よって

論理的 な文 は真 とな るのである,と い うことを示す ことに よって,「原始 的分析性」概

念を真性 の概念 と して確立 しよ うとす る試みで あるとも言え よ う。従 って,TCに お

け るこの試み に対す るク ワインの批判は,TDで の 「原始的分析性」概念を否定す る

議論 の系列に属す ることはで きるが,APに おける 「規約 的分析性」概念 を否定す る

ものではないのである。
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   Quine's Argument for the Analytic/ 
   Synthetic Distinction 

                          Kouji HASHIMOTO 

In 1934 Quine gave a lecture entitled "The A Priori," in which he put forward an 
argument in favor of the analytic/synthetic distinction. In this paper the author 
tries to investigate whether this argument is really refuted or not in his later 
articles, namely, "Truth by Convention" (1936) and "Two Dogmas of Empiricism" 
(1951), since both of them are generally believed to attack the notion of 
analyticity. 
   First, in Section II, the author examines Quine's argument of "The A Priori." 
There the following two main points are revealed. First, Quine stipulates that an 
analytic sentence is one which we decide to accept as true by conventions. 
Second, this stipulation is independent of any qualities, such as truth and 
apriority, which some sentences might be supposed to have. This means that it is 
possible to define an analytic sentence even if we cannot have any clear idea of 
apriority. 
   Second, in Sections III and IV, the author considers Quine's argument of 
"Two Dogmas of Empiricism" and that of "Truth by Convention." There it is 
pointed out that these arguments have nothing to do with the stipulation of 
analyticity mentioned above. They merely show that it is impossible to understand 
the notion of apriority in any consistent way. This conclusion, whether right or 
wrong, cannot affect the notion of analyticity because it is stipulated independent-
ly of the notion of apriority. 

   Therefore the author concludes that Quine's argument for the analytic/synt-
hetic distinction advanced in "The A Priori" is not refuted at all in his later 
work.

-92-


